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平成２１年度において社会保険庁が達成すべき目標

平成２１年度において、社会保険庁長官に権限を委任した事務に係る社会保険庁が達成すべき目標については、以下のとおりとする。

昨年１０月に全国健康保険協会が設立され、健康保険業務が社会保険庁から同協会に移管されたところであり、さらに来年１月には日本

年金機構が設立され、年金業務が同機構に移管されることとなる。

平成２１年度（４月～１２月）は、社会保険庁の 後の事業年度であり、同庁は、年金記録問題により損なわれた国民の信頼を回復する

ため、引き続きこの問題に 優先に取り組む必要がある。

また、 後まで徹底した業務改革、組織改革を進めながら、適用事務、保険料等収納事務、保険給付事務といった社会保険の基本となる

各業務を着実に実施していく必要がある。

さらに、これら業務とあわせて、新たに設立される日本年金機構の組織、業務の運営を円滑に行うための準備に取り組むことにより、同

機構が、国民の生活の安定を保障する公的年金制度の事業運営を担う組織として、真に国民に信頼される組織に再生するために全力を尽く

す必要がある。

達成すべき目標 参考指標等（平成１９年度実績）

【参考統計】１ 適用事務に関する事項

・第１号被保険者数 ２０，３５３，７５１人（ ） 、 、１ 国民年金の被保険者種別変更等の適正な届出の促進や 職権による適用により
国民年金の適用の適正化を図る。

・第１号資格取得者数 ５，４０７，６５６人

・第１号資格喪失者数 ６，２８４，７２４人

【参考指標】（２）年金記録問題への対応を 優先としつつ、厚生年金保険事業・全国健康保険協会
管掌健康保険事業・船員保険事業の未適用事業所（船員保険は船舶所有者）の適

・訪問勧奨実施事業所数用促進に取り組むとともに、適用事業所からの被保険者資格の得喪、被扶養者、
厚生年金・政府管掌健康保険 ３９，４０７事業所標準報酬月額、標準賞与額等に係る適正な届出の促進、適正な事務処理の徹底を

図る。
・重点加入指導実施事業所数

○重点加入指導実施事業所数：前年度実績と同程度（期間を考慮して１２分の９） 厚生年金・政府管掌健康保険 ３，５８３事業所
（平成２０年度上半期 ９６６事業所）
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参考指標等（平成１９年度実績）

【参考指標】

・事業所調査効果件数
[ 資格得喪関係 ] 厚 生 年 金 保 険： ２３，３８２件

政府管掌健康保険： ２０，３７３件
[標準報酬月額関係]厚 生 年 金 保 険： ３９，３１１件

政府管掌健康保険： ３７，３２７件

【参考統計】

・新規適用事業所数
厚 生 年 金 保 険： ７８，４６７事業所
政府管掌健康保険： ７７，０００事業所
船 員 保 険： １３８事業所

・全被保険者資格喪失事業所数
厚 生 年 金 保 険： ４０，１２１事業所
政府管掌健康保険： ３９，５９６事業所
船 員 保 険： １６６事業所

・適用事業所数
厚 生 年 金 保 険： １，７１５，５９０事業所
政府管掌健康保険： １，５８２，０４７事業所
船 員 保 険： ６，１７３事業所

・賞与支払事業所数（年度延数）
厚 生 年 金 保 険： １，８９５，２３８事業所
政府管掌健康保険： １，６０１，４４８事業所
船 員 保 険： ４，０２５事業所

・資格取得被保険者数
厚 生 年 金 保 険： ７，４２４，６８４人
政府管掌健康保険： ４，９４５，２０６人
船 員 保 険： ２５，４０２人

・資格喪失被保険者数
厚 生 年 金 保 険： ６，６４２，５６５人
政府管掌健康保険： ４，６３２，２４２人
船 員 保 険 ２６，０７６人

・被保険者数
厚 生 年 金 保 険： ３４，５７０，０９７人
政府管掌健康保険： １９，８０６，７８８人
船 員 保 険： ６２，８０４人

・被扶養者数
政府管掌健康保険： １６，４８７，５４１人
船 員 保 険： ９４，６０２人
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達成すべき目標 参考指標等（平成１９年度実績）

【参考指標】２ 保険料等収納事務に関する事項

（１）国民年金保険料について、納めやすい環境づくり、効果的・効率的な納付督励の展 ・催告状発行件数 ８２３万件
開、強制徴収の厳正な執行、免除・猶予制度の利用促進等により、納付月数の増加と
未納者数の減少を図る。 ・電話納付督励件数 ３９３万件

平成２１年度においては、平成１５年度から平成１９年度に納付率を８０％とする
中期目標に向けて行動計画が実施されてきたがこれが達成されなかったことを踏まえ ・戸別訪問件数 １，４３１万件、
現年度分保険料の納付率８０％の目標達成に向けて 大限努力するとともに、平成１
９年度分保険料の 終的な納付率について、平成１８年度分保険料の 終的な納付率 ・ 終催告状発送件数 ４０，７２７件
と同等以上の水準を確保するため、平成２１年１２月までの平成１９年度分保険料の
納付率について、前年同期（平成２０年１２月）の平成１８年度分保険料の納付率と ・保険料納付月数 １１，６０９万月
同等以上の水準を確保するよう努める。

・保険料納付対象月数 １８，１５３万月

・免除件数 ３，１４６，２１４件

・若年者納付猶予件数 ３６９，３２５件

・学生納付特例件数 １，６５７，３３４件

・督促状送付件数 ８，９８０件

・コンビニ収納件数 ８７４万件

・追納件数 ７２８，７４０件

【参考指標】（２）年金記録問題への対応を 優先としつつ、厚生年金保険事業・全国健康保険協会管
健康保険事業・船員保険事業の保険料等の確実な納入を促進するとともに、保険料掌

等を滞納する事業主（船員保険は船舶所有者）に対する納付の督促及び滞納処分を確 ・差押え実施事業所数（実事業所数） １２，８７９件
実に実施する。

・滞納事業所数 １２３，６５５件
注）○保険料収納率

厚 生 年 金 保 険：前年同期と同等の実績を確保するよう努める ・労働保険との共通調査事業所数 １，５４５件
全国健康保険協会管掌健康保険：前年同期と同等の実績を確保するよう努める
船 員 保 険：前年同期と同等の実績を確保するよう努める ・労働保険との共通滞納事業所選定数 ３，１４２件

○口座振替実施率
厚 生 年 金 保 険：８４％以上 ・保険料収納率 厚 生 年 金 保 険： ９８．７％
全国健康保険協会管掌健康保険：８５％以上 政府管掌健康保険： ９７．８％
船 員 保 険：５７％以上 船 員 保 険： ９３．３％

注）上記の保険料収納率は、現年度分保険料調定額及び過年度分保険料調定（繰越）額
の合計額に対する当年度の収納額の割合 ・口座振替実施率 厚 生 年 金 保 険： ８３．５％

政府管掌健康保険： ８４．６％
船 員 保 険： ５６．１％
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達成すべき目標 参考指標等（平成１９年度実績）

【参考指標】３ 保険給付事務に関する事項

・新規裁定者あてパンフレット送付件数 ２，３６６，９３２部（１）年金給付の迅速な決定及び適正な支給に努める。

【参考統計】○ 請求書を受け付けてから、年金が裁定され、年金証書が届くまでの所要日数の目標
（サービススタンダード）について、請求者に対する不備返戻、医師照会、実地調査
及び市町村からの回付に要した日数を除いた所要日数での達成率100％の実現を図る。 ・年金給付費 基礎年金（国民年金 ： １６兆１，４８１億円）
老齢基礎・老齢厚生年金： 厚生年金 ： ２２兆３，１７９億円２か月以内

（加入状況の再確認を要しない方は、１か月以内）
遺族基礎・遺族厚生年金： ・年金受給権者数 基礎年金（国民年金 ：２６，３８７，４２１人２か月以内 ）

厚生年金 ：２７，５０１，９８５人（加入状況の再確認を要しない方は、１か月以内）
障害基礎年金：３か月以内 船員保険（新法） ： ２，２１２人
障害厚生年金：３か月半以内

・新規裁定受給権者数 基礎年金（国民年金 ： ５９５，６５２人）
厚生年金 ： ２，０１７，２０２人
船員保険（新法） ： ７５人

【参考統計】（２）船員保険事業における傷病手当金等の現金給付の迅速な決定及び適正な支給に
努める。

・現金給付費 船 員 保 険： ５３億円
○ 請求書を受け付けてから、給付金が決定され、支給決定通知書が届くまでの所要日
数の目標（サービススタンダード）について、請求者に対する不備返戻、医師照会及 ・被保険者１人当たり支給日数（傷病手当金）
び実地調査に要した日数を除いた所要日数での達成率100％の実現を図る。 船 員 保 険： ６．５０日

傷病手当金 ：３週間以内
出産手当金 ：３週間以内
出産育児一時金 ：３週間以内
家族出産育児一時金 ：３週間以内
葬祭料 ：３週間以内
家族葬祭料 ：３週間以内

達成すべき目標 参考指標等（平成１９年度実績）

４ 年金記録問題への対応
（１）年金記録問題への対応については、国民の視点に立って 「年金記録に対する信頼の、

回復と新たな年金記録管理体制の確立について （平成１９年７月５日年金業務刷新に」
） 、 、関する政府・与党連絡協議会取りまとめ 等に基づき 基礎年金番号への記録の統合

コンピュータ記録と紙台帳の突合せ、標準報酬月額等の遡及訂正事案への対応等を着
実に実施し、日本年金機構へ円滑に移行する。
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達成すべき目標 参考指標等（平成１９年度実績）

社会保険オンラインシステムの見直しに関する事項５

（１）社会保険業務の業務・システム 適化計画に基づき、見直しを実施する。

達成すべき目標 参考指標等（平成１９年度実績）

【参考指標】６ 広報、情報公開、相談等に関する事項

・ホームページアクセス数 １億１，７５５万件（１）社会保険事業に関する効果的な広報を行うとともに、年金教育の拡充を図る。

○生徒に対する年金セミナーの実施率（中学・高校生対象 ：前年同期以上 ・年金セミナー 中学・高校生対象 ２８．３％）
大学生対象 ２８セミナー

【参考指標】（２）被保険者、受給権者等の利用しやすい年金相談体制を充実するとともに、年金
ねんきんダイヤル応答率については前年度以上とな個人情報の提供の充実を図る。

るよう努める。 ・ねんきんダイヤル応答率 ４４．９％

・年金相談者数（来訪相談者数） １０，７７７，１１５人

・インターネットによる年金見込額試算照会の受付件数
１８６，７８６件

・年金加入状況の通知件数 １１，３６６，０６９件

【参考指標】（３）個人情報保護の重要性についての認識が徹底された職場を実現するとともに、
国民に対する適切な情報公開を行う。

・個人情報保護研修受研率 １００％
○個人情報保護研修受研率：１００％ （平成２０年度上半期 ４２％）

・レセプト開示件数 ６，４４８件

・情報公開法に基づく開示請求件数 本庁分： ７７件
地方分： ８，６２９件

達成すべき目標 参考指標等（平成１９年度実績）

【参考指標】７ 保健事業及び福祉施設事業に関する事項

・被保険者１人当たりレセプト点検効果額（１）船員保険事業における効率的なレセプト点検調査の実施及び被保険者等に対す
船員保険（資格点検） ６，５７４円る適切な受診指導等を行うことにより、医療費の適正化を推進する。
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○被保険者１人当たりレセプト点検効果額（資格点検を除く） ・医療費通知件数 船員保険： ６０，０３５件
・求償件数 船員保険： ３８９件

船 員 保 険：内容点検 983円以上 ・求償決定額 船員保険： ４２，０１６，００８円
外傷点検 591円以上 ・レセプト点検効果額総額（船員保険）

内容点検 ８２，３５９千円
外傷点検 ４９，４８３千円
資格点検 ４１３，０７１千円

【参考統計】

・医療給付費 船員保険： ２０３億円

【参考指標】（２）船員保険事業に係る保健事業は、適切かつ効率的に実施する。
特に、平成２０年４月からの「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行に伴う特

定健康診査・特定保健指導を引き続き実施するため、被保険者に対する生活習慣病予 ・健診実施者数
防健診事業及び被扶養者に対する健診事業を効果的に実施し、それらの健診結果等に 船員保険（４０歳以上被保険者） １４，８０５人
基づく特定保健指導等を適切かつ効率的に実施する。

平成２１年度においては、特定健康診査等基本方針で定める実施率（平成２４年度
において特定健康診査７０％、特定保健指導４５％）の達成に向けて、特定健康診査
４２．５％以上（被保険者・一般健診 、特定保健指導２６．２％以上（被保険者）が）
達成できるよう、効果的な取組を推進する。

（３）社会保険事業に係る保健・福祉施設事業は、各保健・福祉施設の見直しの方針に基
づき、着実に整理合理化を実施する。


